
部活動に係る活動方針 

青森県立八戸中央高等学校（通信制の課程） 

 

１ 基本方針 

（１） 生徒が自主的・計画的かつ効率的に活動できるよう教育的な配慮をして、生徒の 

心身の健全育成を図る。 

（２） 生徒の健康状態を十分に把握するとともに、活動場所及び活動内容などの安全管 

   理に配慮をして、事故の未然防止に努める。 

（３） 単に技術や競技力の向上を目的とするのではなく、生徒の人権に配慮しながら、 

   個性の伸長を図る。また、生涯教育の一環として、楽しみながら活動することを目 

的とする。 

２ 適切な運営のための体制整備 

（１） 顧問は、年度初めに年間活動計画を作成して、生徒指導部に提出する。また、年 

   度末に実施記録を作成して、生徒指導部に提出する。 

（２） 校長は、活動方針及び活動計画等を生徒及び保護者に公表する。 

（３） 顧問間で連携を図るとともに、協力し合いながら運営する。 

（４） 校長は、活動内容の把握に努めるとともに、生徒及び顧問の負担が過度にならな 

   いよう指導・是正する。 

３ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

（１） 顧問は、スポーツ障害・外傷・熱中症等の予防に努めるとともに、学習とのバラ 

   ンスがとれた学校生活を送ることができるよう配慮する。 

（２） 感染症対策として密集場面の回避、特に場面切り替わり時のリスク回避を徹底すると同時

に活動場所の換気、手指消毒を徹底する。 

（３） 校長及び顧問は、活動場所における施設設備の点検及び活動における安全対策等 

   を実施して事故防止に努める。 

（４） 校長及び顧問は、体罰やハラスメントの根絶を徹底する。 

４ 適切な休養日等の設定 

（１） 週当たり、２日以上の休養日を設ける。 

（２） １日の活動時間は、スクーリング日（水・日）は１時間程度、休業日（土曜・祝日）は定

時制と協議のうえ決定する。 

（３） 学校閉庁日は休養日とする。  

５ 参加する大会等の見直し 

（１） 各部・各愛好会の実情を考慮して、参加する大会等を精選する。 

（２） 教育上の意義・生徒の健康面及び学習面・生徒及び顧問の負担軽減等に配慮をし 

   て、参加する大会等を精選する。 

 

 

 


